
 

 

 感染症が流行する時期です。「早寝・早起き・朝ごはん・感染症予防」を心掛け

ましょう。 
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例 発症日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

発症後 

２日目に解熱し

た場合 

 

 

  解熱 解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

発症後５

日以内の

ため出席

停止 

登校可能 

発症後 

３日目に解熱し

た場合 

   解熱 

 

解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

登校可能 

発症後 

４日目に解熱し

た場合 

    解熱 

 

解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

登校可能 

例 発症日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

発症後 

２日目に軽快

した場合 

発熱等 

 

発熱等 軽快 

 

軽快後 

１日目 

軽快後 

２日目 

発症後５

日以内の

ため出席

停止 

登校可能 

発症後 

３日目に軽快

した場合 

 発熱等  発熱等  発熱等 軽快 軽快後 

１日目 

軽快後 

２日目 

登校可能 

発症後 

５日目に軽快

した場合 

 発熱等  発熱等  発熱等  発熱等 発熱等 軽快 軽快後 

１日目 

登校可能 

感染症 出席停止期間 

インフルエンザにかかったら 

インフルエンザにかかった場合の出席停止期間は、「発症した後５日を経過し、かつ、

解熱したあと２日を経過するまで」となっています。日数を数える場合は、発熱等の

インフルエンザ症状が出た日は含まず、翌日を１日目と数えます。 

【発症・・・病気の症状が現れること】【解熱・・熱が下がり、平熱にもどったこと】 

太枠の期間は、出席停止期間です 

新型コロナウイルス感染症

にかかったら 

新型コロナウイルス感染症にかかった場合の出席停止期間は、「発症した後５日を経過し、

かつ、症状が軽快したあと１日を経過するまで」となっています。日数を数える場合は、発

熱等の新型コロナウイルスの症状が出た日は含まず、翌日を１日目と数えます。 

【発症・・病気の症状が現れること】 

熱 熱 

熱 熱 熱 

熱 熱 熱 熱 


